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◎ 東日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則の一部改正 

東日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則の一部を次のように改正し、2022年4月1日乗車となるものから適用する。ただし、第57条の3第1項本文中ただし

書の規定を除く改正規定並びに同条第4項、第188条及び第211条の改正規定は2022年3月12日乗車となるものから適用し、第69条の改正規定は2022年3月

12日から施行する。 

改正前（2022年3月12日時点） 改正後 

（前略） 

（特定の特別急行券の発売） 

第 57 条の３ 第 57 条第１項第１号イの規定により指定席特急券を発売する場

合及び同条同項同号ニの（イ）のｊの規定により特別車両以外の座席を指定し

て特定特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及び

コンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金に

よって指定席特急券を発売する。ただし、乗車する列車を限定して発売するこ

とがある。 

 

 

⑴ 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日（金曜日、土曜日及び日曜日

並びに国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に定める休日及

び同日の前日を除く。）であるとき。ただし、北海道旅客鉄道会社線の新幹

線以外の線区及び九州旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間

並びに別表第１号の２第１項に定める列車群に含まれる列車に乗車する場

合を除く。 

 

 

 

 

１月16日から２月末日まで 

６月１日から同月30日まで 

９月１日から同月30日まで 

11月１日から12月20日まで 

 

（前略） 

（特定の特別急行券の発売） 

第 57 条の３ 第 57 条第１項第１号イの規定により指定席特急券を発売する場

合及び同条同項同号ニの（イ）のｊの規定により特別車両以外の座席を指定し

て特定特急券を発売する場合で、次の各号に掲げる期間内の日に特別車両及び

コンパートメント個室以外の座席車に乗車するときは、特定の特別急行料金に

よって指定席特急券又は特定特急券を発売する。ただし、北海道旅客鉄道会社

線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合、第 125 条第１項第１

号ロの（ハ）のｂ及びｃに定める列車に乗車する場合並びに別表第１号の２第

１項に定める列車群に含まれる列車に乗車する場合を除く。 

⑴ 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。ただし、九州旅

客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合を除く。 

 

 

 

 

イ ロ以外の場合 

次に掲げる期間内の日（金曜日、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に

関する法律（昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。）に定め

る休日及び同日の前日を除く。）であるとき 

１月16日から２月末日まで 

６月１日から同月30日まで 

９月１日から同月30日まで 

11月１日から12月20日まで 

ロ 北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線及び西日本旅客鉄道会社
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改正前（2022年3月12日時点） 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。ただし、北海道

旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区及び九州旅客鉄道会社線の新幹線以外

の線区の停車駅相互間並びに別表第１号の２第１項に定める列車群に含ま

れる列車に乗車する場合を除く。 

 

３月21日から４月５日まで 

４月28日から５月６日まで 

７月21日から８月31日まで 

12月25日から翌年１月10日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

線（北陸新幹線に限る。）の新幹線の停車駅相互間に乗車する場合並びに

東日本旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場

合（ただし、東日本旅客鉄道会社線と他の旅客鉄道会社線とにまたがって

運転する列車に乗車する場合を除く。） 

次に掲げる期間内の日（金曜日、土曜日及び日曜日並びに祝日法に定め

る休日及び同日の前日を除く。）であるとき 

１月７日から２月末日まで 

４月21日から同月26日まで 

５月７日から同月10日まで 

６月１日から７月15日まで 

９月１日から10月10日まで 

11月１日から12月27日まで 

⑵ 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき 

 

 

 

イ ロ以外の場合 

３月21日から４月５日まで 

４月28日から５月６日まで 

７月21日から８月31日まで 

12月25日から翌年１月10日まで 

ロ 北海道旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線及び西日本旅客鉄道会社

線（北陸新幹線に限る。）の新幹線の停車駅相互間に乗車する場合並びに

東日本旅客鉄道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場

合（ただし、東日本旅客鉄道会社線と他の旅客鉄道会社線とにまたがって

運転する列車に乗車する場合を除く。） 

(イ) ３月21日から４月５日まで 

(ロ) ８月１日から同月９日まで 

(ハ) 次に掲げる期間内の土曜日、日曜日及び祝日法に定める休日（以下、
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改正前（2022年3月12日時点） 改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の規定によるほか、新幹線以外の線区であって、次の各号に定める区間

を乗車するときは、特定の特別急行料金によって指定席特急券、立席特急券、

自由席特急券又は特定特急券を発売する。 

（中略） 

４ 旅客が、次の各号に定める区間の特別急行列車の停車駅相互間を、新幹線と

新幹線以外の線区とを直通して運転する特別急行列車に当該線区をまたがっ

て乗車する場合（新幹線と新幹線以外の特別急行列車を途中出場しないで乗り

継ぐ場合を含む。以下同じ。）は、新幹線の区間（第 57 条第２項第１号の規

定により２個以上の特別急行列車を乗り継ぐ場合を含む。）と新幹線以外の区

間（第 57 条第２項第６号の規定により１個の特別急行列車とみなす場合を含

む。）を通じた全区間に対して特定の特別急行料金によって指定席特急券を発

売する。 

⑴ 東京・新庄間（東北本線（新幹線）、奥羽本線経由） 

これらを「土休日」という。）が３日間以上連続する場合の当該土休

日並びにその土休日の前日であるとき 

７月１日から同月31日まで 

９月１日から同月30日まで 

10月１日から同月31日まで 

11月１日から同月30日まで 

⑶ 旅客の乗車する日が、次に掲げる期間内の日であるとき。ただし、北海道

旅客鉄道会社線、東日本旅客鉄道会社線及び西日本旅客鉄道会社線（北陸新

幹線に限る。）の新幹線の停車駅相互間に乗車する場合並びに東日本旅客鉄

道会社線の新幹線以外の線区の停車駅相互間に乗車する場合（ただし、東日

本旅客鉄道会社線と他の旅客鉄道会社線とにまたがって運転する列車に乗

車する場合を除く。）に限る。 

１月１日から同月６日まで 

４月27日から５月６日まで 

８月10日から同月19日まで 

12月28日から同月31日まで 

２ 前項の規定によるほか、新幹線以外の線区であって、次の各号に定める区間

を乗車するときは、特定の特別急行料金によって指定席特急券、立席特急券、

自由席特急券又は特定特急券を発売する。 

（中略） 

４ 旅客が、次の各号に定める区間の特別急行列車の停車駅相互間を、新幹線と

新幹線以外の線区とを直通して運転する特別急行列車に当該線区をまたがっ

て乗車する場合（新幹線と新幹線以外の特別急行列車を途中出場しないで乗り

継ぐ場合を含む。以下同じ。）は、新幹線の区間（第 57 条第２項第１号の規

定により２個以上の特別急行列車を乗り継ぐ場合を含む。）と新幹線以外の区

間（第 57 条第２項第６号の規定により１個の特別急行列車とみなす場合を含

む。）を通じた全区間に対して特定の特別急行料金によって指定席特急券又は

立席特急券を発売する。 

⑴ 東京・新庄間（東北本線（新幹線）、奥羽本線経由） 
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改正前（2022年3月12日時点） 改正後 

⑵ 東京・秋田間（東北本線（新幹線）、田沢湖線、奥羽本線経由） 

（中略） 

（座席指定券の発売） 

第 61 条 旅客が、第13条第２項第５号に規定する指定席を使用する場合又は

同条第３項の規定によりＢ寝台を設備した寝台車（特別急行列車のＢ寝台を設

備した寝台車を除く。）に乗車し、指定席を使用する場合は、乗車する日、列

車、駅、旅客車、座席及び下車駅を指定して座席指定券を発売する。ただし、

運輸上の都合によって、旅客車又は座席の指定を省略することがある。 

２ 団体旅客に対する座席指定券は、団体乗車券によって発売する。この場合、

第21条第４項に規定する団体乗車券の購入期限までにこれを購入しなければ

ならない。 

 

（乗継座席指定券の発売） 

第 61 条の２ 旅客が、乗継条件に該当する場合は、第57条の２第１号の表イ

及びロの各項に規定する○印の１個の普通急行列車に対して割引の座席指定

券を発売する。 

 

（特定の座席指定券の発売） 

第 62 条 前２条の規定により座席指定券を発売する場合は、別に定めるとこ

ろにより、区間及び期間を定めて、特定の座席指定料金によって座席指定券を

発売することがある。 

 (中略） 

（特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ） 

第 69 条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・

料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかっこ内の両線路にま

たがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ（第 9 号については運賃計算キ

ロ。ただし、岩国・櫛ケ浜間相互発着の場合にあっては営業キロ）によって計

算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。 

⑴ 大沼以遠（仁山方面）の各駅と、森以遠（石谷方面）の各駅との相互間 

⑵ 東京・秋田間（東北本線（新幹線）、田沢湖線、奥羽本線経由） 

（中略） 

（座席指定券の発売） 

第 61 条 旅客が、第13条第２項第５号に規定する指定席を使用する場合又は

同条第３項の規定によりＢ寝台を設備した寝台車（特別急行列車のＢ寝台を設

備した寝台車を除く。）に乗車し、指定席を使用する場合は、乗車する日、列

車、駅、旅客車、座席及び下車駅を指定して座席指定券を発売する。ただし、

運輸上の都合によって、旅客車又は座席の指定を省略することがある。 

２ 団体旅客に対する座席指定券は、団体乗車券によって発売する。この場合、

第21条第４項に規定する団体乗車券の購入期限までにこれを購入しなければ

ならない。 

 

（乗継座席指定券の発売） 

第 61 条の２ 旅客が、乗継条件に該当する場合は、第57条の２第１号の表イ

及びロの各項に規定する○印の１個の普通急行列車に対して割引の座席指定

券を発売する。 

 

 

第 62 条 削除 

 

 

(中略） 

（特定区間における旅客運賃・料金計算の営業キロ又は運賃計算キロ） 

第 69 条 第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・

料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかっこ内の両線路にま

たがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ（第 9 号については運賃計算キ

ロ。ただし、岩国・櫛ケ浜間相互発着の場合にあっては営業キロ）によって計

算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。 

⑴ 大沼以遠（仁山方面）の各駅と、森以遠（石倉方面）の各駅との相互間 
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改正前（2022年3月12日時点） 改正後 

東森駅経由函館本線 

○大沼公園駅経由函館本線 

(中略） 

（大人急行料金） 

第 125 条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。 

⑴ 特別急行料金 

イ 新幹線 

(イ) 指定席特急料金（特別車両以外の個室に乗車する場合は、 1 人当

りの料金とする。） 

ａ ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ、ｇ、h、i及びｊ以外の指定席特急料金 

別表第 2 号ツ、ナ、ラ、ム、ウ及びノに定める料金とする。ただ

し、第57条の３第１項第１号の規定により発売するものにあっては、

同表に定める料金から 200 円を、同条第３項の規定により発売する

ものにあっては、同表に定める料金から 530 円をそれぞれ低減した

額とし、また、同条第１項第２号の規定により発売するものにあって

は、同表に定める料金に200円を加算した額とする。 

 

 

(中略） 

ｃ はやぶさ号等（東京・新青森間の新幹線停車駅相互間を乗車する場

合に限る｡）に対して適用する指定席特急料金 

別表第２号ナの２に定める料金とする。ただし、第57条の３第１

項第１号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金か

ら200円を、同条第３項の規定により発売するものにあっては、同表

に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第１

項第２号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に

200円を加算した額とする。 

 

(中略） 

東森駅経由函館本線 

○大沼公園駅経由函館本線 

(中略） 

（大人急行料金） 

第 125 条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。 

⑴ 特別急行料金 

イ 新幹線 

(イ) 指定席特急料金（特別車両以外の個室に乗車する場合は、 1 人当

りの料金とする。） 

ａ ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ、ｇ、h、i及びｊ以外の指定席特急料金 

別表第 2 号ツ、ナ、ラ、ム、ウ及びノに定める料金とする。ただ

し、第57条の３第１項第１号の規定により発売するものにあっては、

同表に定める料金から 200 円を、同条第３項の規定により発売する

ものにあっては、同表に定める料金から 530 円をそれぞれ低減した

額とし、また、同条第１項第２号の規定により発売するものにあって

は、同表に定める料金に200円を、同条同項第３号の規定により発売

するものにあっては、同表に定める料金に 400 円を加算した額とす

る。 

(中略） 

ｃ はやぶさ号等（東京・新青森間の新幹線停車駅相互間を乗車する場

合に限る｡）に対して適用する指定席特急料金 

別表第２号ナの２に定める料金とする。ただし、第57条の３第１

項第１号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金か

ら200円を、同条第３項の規定により発売するものにあっては、同表

に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第１

項第２号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に

200円を、同条同項第３号の規定により発売するものにあっては、同

表に定める料金に400円を加算した額とする。 

(中略） 
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改正前（2022年3月12日時点） 改正後 

ｇ 第57条第２項第1号及び第８項の規定により東京・新青森間の新

幹線の２個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特

急券に適用する指定席特急料金 

⒜ はやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車す

る場合 

ａの規定により計算した額とする。 

⒝ はやぶさ号等を乗り継いで乗車する場合 

ｃの規定により計算した額とする。 

⒞ はやぶさ号等とはやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車とを

乗り継いで乗車する場合 

全区間に対する別表第２号ナに定める額と、はやぶさ号等の指定

席を使用する区間に対する別表第２号ナの２に定める額から同区

間に対する別表第２号ナに定める額を差し引いた額とを合計した

額とする。この場合、はやぶさ号等の指定席を使用する区間が複数

となるときであって、最初にはやぶさ号等の指定席を使用する区間

から最後にはやぶさ号等の指定席を使用する区間までの間を通じ

た区間をはやぶさ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、

はやぶさ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる

場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第 57

条の３第１項第１号の規定により発売するものにあっては、当該合

計額から 200 円を、同条第３項の規定により発売するものにあっ

ては、当該合計額から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同

条第１項第２号の規定により発売するものにあっては、当該合計額

に200円を加算した額とする。 

 

(中略） 

(ニ) 特定特急料金 

(中略） 

ｊ 第57条第１項第１号ニの(イ)のｊに定める区間に対する特定特急

ｇ 第57条第２項第1号及び第８項の規定により東京・新青森間の新

幹線の２個以上の特別急行列車に乗車する場合に発売する指定席特

急券に適用する指定席特急料金 

⒜ はやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車を乗り継いで乗車す

る場合 

ａの規定により計算した額とする。 

⒝ はやぶさ号等を乗り継いで乗車する場合 

ｃの規定により計算した額とする。 

⒞ はやぶさ号等とはやぶさ号等以外の新幹線の特別急行列車とを

乗り継いで乗車する場合 

全区間に対する別表第２号ナに定める額と、はやぶさ号等の指定

席を使用する区間に対する別表第２号ナの２に定める額から同区

間に対する別表第２号ナに定める額を差し引いた額とを合計した

額とする。この場合、はやぶさ号等の指定席を使用する区間が複数

となるときであって、最初にはやぶさ号等の指定席を使用する区間

から最後にはやぶさ号等の指定席を使用する区間までの間を通じ

た区間をはやぶさ号等の指定席使用区間とみなして計算した額が、

はやぶさ号等の指定席使用区間ごとに計算した額より低廉となる

場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、第 57

条の３第１項第１号の規定により発売するものにあっては、当該合

計額から 200 円を、同条第３項の規定により発売するものにあっ

ては、当該合計額から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同

条第１項第２号の規定により発売するものにあっては、当該合計額

に 200 円を、同条同項第３号の規定により発売するものにあって

は、当該合計額に400円を加算した額とする。 

(中略） 

(ニ) 特定特急料金 

(中略） 

ｊ 第57条第１項第１号ニの(イ)のｊに定める区間に対する特定特急
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料金（第57条の３第４項の規定により発売するものを含む。） 

⒜ 座席の使用を条件としないで発売する場合 

880円とする。 

⒝ 特別車両以外の車両の座席を指定して発売する場合 

1,410 円とする。ただし、第 57 条の３第１項第１号の規定によ

り発売するものにあっては、1,210円とし、同条同項第２号の規定

により発売するものにあっては、1,610円とする。 

 

ロ 新幹線以外の線区 

(イ) (ロ)、(ハ)、(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金 

ａ ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ、ｇ、ｈ、ｉ及びｊ以外の特別急行料金 

⒜ 指定席特急料金 

① ②以外の指定席特急料金 

次表に定める料金とする。ただし、第57条の３第１項第１号

の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から

200円を、同条第３項の規定により発売するものにあっては、同

表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同

条第１項第２号の規定により発売するものにあっては、同表に定

める料金に200円を加算した額とする。 

 

営業 

キロ 

地帯 

50 キロ

メート

ルまで 

100 キ

ロメー

トルま

で 

150 キ

ロメー

トルま

で 

200 キ

ロメー

トルま

で 

300 キ

ロメー

トルま

で 

400 キ

ロメー

トルま

で 

600 キ

ロメー

トルま

で 

601 キ

ロメー

トル以

上 

料金 
円 

1,290 

円 

1,730 

円 

2,390 

円 

2,730 

円 

2,950 

円 

3,170 

円 

3,490 

円 

3,830 

② 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に

対して適用する指定席特急料金 

１人当りの料金は、前①の表に定める料金とする。ただし、第

料金（第57条の３第４項の規定により発売するものを含む。） 

⒜ 座席の使用を条件としないで発売する場合 

880円とする。 

⒝ 特別車両以外の車両の座席を指定して発売する場合 

1,410 円とする。ただし、第 57 条の３第１項第１号の規定によ

り発売するものにあっては、1,210円とし、同条同項第２号の規定

により発売するものにあっては、1,610円とし、同条同項第３号の

規定により発売するものにあっては、1,810円とする。 

ロ 新幹線以外の線区 

(イ) (ロ)、(ハ)、(ニ)及び(ホ)以外の特別急行料金 

ａ ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ、ｇ、ｈ、ｉ及びｊ以外の特別急行料金 

⒜ 指定席特急料金 

① ②以外の指定席特急料金 

次表に定める料金とする。ただし、第57条の３第１項第１号

の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から

200円を、同条第３項の規定により発売するものにあっては、同

表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同

条第１項第２号の規定により発売するものにあっては、同表に定

める料金に 200 円を、同条同項第３号の規定により発売するも

のにあっては、同表に定める料金に400円を加算した額とする。 

営業 

キロ 

地帯 

50 キロ

メート

ルまで 

100 キ

ロメー

トルま

で 

150 キ

ロメー

トルま

で 

200 キ

ロメー

トルま

で 

300 キ

ロメー

トルま

で 

400 キ

ロメー

トルま

で 

600 キ

ロメー

トルま

で 

601 キ

ロメー

トル以

上 

料金 
円 

1,290 

円 

1,730 

円 

2,390 

円 

2,730 

円 

2,950 

円 

3,170 

円 

3,490 

円 

3,830 

② 特別車両及びコンパートメント個室以外の別に定める個室に

対して適用する指定席特急料金 

１人当りの料金は、前①の表に定める料金とする。ただし、第
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57 条の３第１項第１号の規定により発売するものにあっては、

同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第１

項第２号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料

金に200円を加算した額とする。 

 

⒝ 立席特急料金及び自由席特急料金 

⒜の①の表に定める料金から530円を低減した額とする。 

⒞ 特定特急料金 

1,320円とする。 

(中略） 

ｉ 特別急行列車成田エクスプレス号に乗車する場合の渋谷・千葉間

に発売する指定席特急券に対する指定席特急料金 

1,290 円とする。ただし、第 57 条の３第１項第１号の規定により

発売するものにあっては、1,090 円とし､同条第３項の規定により発

売するものにあっては、760円とする。また、同条第１項第２号の規

定により発売するものにあっては、1,490円とする。 

 

ｊ 奥羽本線中福島・新庄間並びに田沢湖線及び奥羽本線中大曲・秋

田間の停車駅相互間に発売する特別急行券 

⒜ 指定席特急料金 

次表に定める料金とする。ただし、第57条の３第１項第１号の

規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円

を、同条第３項の規定により発売するものにあっては、同表に定め

る料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第１項第

２号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に

200 円を加算した額とする。また、第 57 条の３第４項の規定によ

り発売するものにあっては、次表に定める料金から 530 円を低減

した額とする。 

 

57 条の３第１項第１号の規定により発売するものにあっては、

同表に定める料金から200円を低減した額とし、また、同条第１

項第２号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料

金に 200 円を、同条同項第３号の規定により発売するものにあ

っては、同表に定める料金に400円を加算した額とする。 

⒝ 立席特急料金及び自由席特急料金 

⒜の①の表に定める料金から530円を低減した額とする。 

⒞ 特定特急料金 

1,320円とする。 

(中略） 

ｉ 特別急行列車成田エクスプレス号に乗車する場合の渋谷・千葉間

に発売する指定席特急券に対する指定席特急料金 

1,290 円とする。ただし、第 57 条の３第１項第１号の規定により

発売するものにあっては、1,090 円とし､同条第３項の規定により発

売するものにあっては、760円とする。また、同条第１項第２号の規

定により発売するものにあっては、1,490円とし、同条同項第３号の

規定により発売するものにあっては、1,690円とする。 

ｊ 奥羽本線中福島・新庄間並びに田沢湖線及び奥羽本線中大曲・秋

田間の停車駅相互間に発売する特別急行券 

⒜ 指定席特急料金 

次表に定める料金とする。ただし、第57条の３第１項第１号の

規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から200円

を、同条第３項の規定により発売するものにあっては、同表に定め

る料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第１項第

２号の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に

200円を、同条同項第３号の規定により発売するものにあっては、

同表に定める料金に400円を加算した額とする。また、第57条の

３第４項の規定により発売するものにあっては、次表に定める料金

から530円を低減した額とする。 
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営業 

キロ 

地帯 

50キロ

メートル

まで 

100キロ

メートル 

まで 

150キロ

メートル

まで 

料金 
円 

1,290 

円 

1,660 

円 

2,110 

⒝ 立席特急料金及び特定特急料金 

⒜の表に定める料金から530円を低減した額とする。 

(中略） 

(ハ)  第 57 条の３第２項第１号の規定により発売する場合で、当該区間が

東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金 

a ｂ及びｃ以外の特別急行料金 

⒜ 指定席特急料金 

次表に定める料金とする。ただし、第57条の３第１項第１号

の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から

200円を、同条第３項の規定により発売するものにあっては、同

表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同

条第１項第２号の規定により発売するものにあっては、同表に定

める料金に200円を加算した額とする。 

 

営業 

キロ 

地帯 

50 キ

ロ メ

ー ト

ル ま

で 

100

キ ロ

メ ー

ト ル

まで 

150

キ ロ

メ ー

ト ル

まで 

200 

キ ロ

メ ー

ト ル

まで 

300 

キ ロ

メ ー

ト ル

まで 

400 

キ ロ

メ ー

ト ル

まで 

401

キ ロ

メ ー

ト ル

以上 

料金 
円 

1,050 

円 

1,480 

円 

1,890 

円 

2,290 

円 

2,510 

円 

2,730 

円 

3,070 

⒝ 立席特急料金及び自由席特急料金 

⒜の表に定める料金から530円を低減した額とする。 

(中略） 

営業 

キロ 

地帯 

50キロ

メートル

まで 

100キロ

メートル 

まで 

150キロ

メートル

まで 

料金 
円 

1,290 

円 

1,660 

円 

2,110 

⒝ 立席特急料金及び特定特急料金 

⒜の表に定める料金から530円を低減した額とする。 

(中略） 

(ハ)  第 57 条の３第２項第１号の規定により発売する場合で、当該区間が

東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金 

a ｂ及びｃ以外の特別急行料金 

⒜ 指定席特急料金 

次表に定める料金とする。ただし、第57条の３第１項第１号

の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金から

200円を、同条第３項の規定により発売するものにあっては、同

表に定める料金から530円をそれぞれ低減した額とし、また、同

条第１項第２号の規定により発売するものにあっては、同表に定

める料金に 200 円を、同条同項第３号の規定により発売するも

のにあっては、同表に定める料金に400円を加算した額とする。 

営業 

キロ 

地帯 

50 キ

ロ メ

ー ト

ル ま

で 

100

キ ロ

メ ー

ト ル

まで 

150

キ ロ

メ ー

ト ル

まで 

200 

キ ロ

メ ー

ト ル

まで 

300 

キ ロ

メ ー

ト ル

まで 

400 

キ ロ

メ ー

ト ル

まで 

401

キ ロ

メ ー

ト ル

以上 

料金 
円 

1,050 

円 

1,480 

円 

1,890 

円 

2,290 

円 

2,510 

円 

2,730 

円 

3,070 

⒝ 立席特急料金及び自由席特急料金 

⒜の表に定める料金から530円を低減した額とする。 

(中略） 
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(ホ) 第 57条の３第２項第１号の規定により発売する場合で、当該区間

が九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金 

次に定める料金とする。ただし、特別急行列車あそぼーい！号の展

望席及び白いくろちゃんシート並びに特別急行列車かわせみ やませ

み号のやませみベンチシートに乗車する場合の特別急行料金にあっ

ては、ａ又はｂに定める指定席特急料金に 210 円を加算した額とす

る。 

ａ ｂ以外の特別急行料金 

⒜ 指定席特急料金 

次表に定める料金とする。ただし、第57条の３第３項の規定

により発売するものにあっては、同表に定める料金から 530 円

をそれぞれ低減した額とする。 

 

 

営業 

キロ 

地帯 

25 キロ

メート

ルまで 

50 キロ

メート

ルまで 

75 キロ

メート

ルまで 

100 キ

ロメー

トルま

で 

150 キ

ロメー

トルま

で 

200 キ

ロメー

トルま

で 

300 キ

ロメー

トルま

で 

301 キ

ロメー

トル以

上 

料金 
円

840 

円

1,160 

円

1,370 

円

1,480 

円 

1,780 

円 

1,940 

円

2,050 

円

2,210 

⒝ 立席特急料金及び自由席特急料金 

⒜の表に定める料金から530円を低減した額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(ホ) 第 57条の３第２項第１号の規定により発売する場合で、当該区間

が九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別急行料金 

次に定める料金とする。ただし、特別急行列車あそぼーい！号の展

望席及び白いくろちゃんシート並びに特別急行列車かわせみ やませ

み号のやませみベンチシートに乗車する場合の特別急行料金にあっ

ては、ａ又はｂに定める指定席特急料金に 210 円を加算した額とす

る。 

ａ ｂ以外の特別急行料金 

⒜ 指定席特急料金 

次表に定める料金とする。ただし、第57条の３第１項第２号

の規定により発売するものにあっては、同表に定める料金に200

円を加算した額とし、また、同条第３項の規定により発売するも

のにあっては、同表に定める料金から 530 円を低減した額とす

る。 

営業 

キロ 

地帯 

25 キロ

メート

ルまで 

50 キロ

メート

ルまで 

75 キロ

メート

ルまで 

100 キ

ロメー

トルま

で 

150 キ

ロメー

トルま

で 

200 キ

ロメー

トルま

で 

300 キ

ロメー

トルま

で 

301 キ

ロメー

トル以

上 

料金 
円

1,030 

円

1,280 

円

1,530 

円 

1,730 

円 

2,330 

円 

2,730 

円

2,930 

円

3,130 

⒝ 立席特急料金及び自由席特急料金 

⒜の表に定める料金から530円を低減した額とする。ただし、乗

車区間が門司港又は行橋・博多間の停車駅相互間であって、旅客が

同区間の特別急行列車（かいおう号を除く）に乗車した後に車内で

発売するものにあっては、次表に定める料金とする。 

営業キロ 

地帯 

25 キロ

メートル

まで 

50 キロ

メートル

まで 

75 キロ

メートル

まで 

100 キロ

メートル

まで 

料金 円 円 円 円
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ｂ 次に掲げる特別急行券に対する特別急行料金は、次に定める額とす

る。ただし、特別急行列車ななつ星in九州号、或る列車号及び36ぷ

らす３号に乗車する場合の特別急行料金を除く。 

⒜ 乗車区間が門司港若しくは下曽根・博多間、吉松若しくは霧島神

宮・鹿児島中央間又は宮崎・南郷間の停車駅相互間（25km以内の区

間及び⒞に定める区間を除く。）のとき 

① 指定席特急料金 

1,050円とする。ただし、第57条の３第３項の規定により発売

するものにあっては、520円とする。 

 

② 立席特急料金及び自由席特急料金 

520円とする。 

 

 

 

⒝ 乗車区間が鹿児島本線中博多・吉塚間、篠栗線及び筑豊本線中桂

川・直方間の停車駅相互間（25km以内の区間を除く。）のとき 

 

① 指定席特急料金  

950円とする。ただし、第57条の３第３項の規定により発売す

るものにあっては、420円とする。 

 

② 立席特急料金及び自由席特急料金 

420円とする。 

⒞ 乗車区間が国分・鹿児島中央間、霧島神宮・重富間又は吉松・隼

人間の停車駅相互間（25km以内の区間を除く。）のとき 

① 指定席特急料金 

840 円とする。ただし、第 57 条の３第３項の規定により発

700 950 1,200 1,400 

ｂ 次に掲げる特別急行券に対する特別急行料金は、次に定める額とす

る。ただし、特別急行列車ななつ星in九州号、或る列車号及び36ぷ

らす３号に乗車する場合の特別急行料金を除く。 

⒜ 乗車区間が門司港若しくは下曽根・博多間、吉松若しくは霧島神

宮・鹿児島中央間又は宮崎・南郷間の停車駅相互間（25km以内の区

間及び⒝に定める区間を除く。）のとき 

① 指定席特急料金 

1,130円とする。ただし、第57条の３第１項第２号の規定によ

り発売するものにあっては、1,330 円とし、同条第３項の規定に

より発売するものにあっては、600円とする。 

② 立席特急料金及び自由席特急料金 

600円とする。ただし、乗車区間が門司港又は下曽根・博多

間の停車駅相互間（25㎞以内の区間を除く。）であって、旅客

が同区間の特別急行列車（かいおう号を除く）に乗車した後に

車内で発売するものにあっては、800円とする。 

⒝ 乗車区間が鹿児島本線中博多・吉塚間、篠栗線及び筑豊本線中桂

川・直方間、国分・鹿児島中央間、霧島神宮・重富間又は吉松・隼

人間の停車駅相互間のとき 

① 指定席特急料金 

1,030 円とする。ただし、第 57 条の３第１項第２号の規定

により発売するものにあっては、1,230円とし、同条第３項の

規定により発売するものにあっては、500円とする。 

② 立席特急料金及び自由席特急料金 

500円とする。 

（削る） 
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売するものにあっては、310円とする。 

② 立席特急料金及び自由席特急料金 

310円とする。 

⑵ 普通急行料金 

(中略） 

（特別車両料金） 

第 130 条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。 

⑴ 特別車両料金(A) 

(中略） 

⑵ 特別車両料金(B) 

イ ロ及びハ以外の特別車両料金(B) 

(中略） 

ロ 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(B) 

(中略） 

ハ 東海道本線中東京・沼津間及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、

横須賀線、伊東線、東北本線中東京・宇都宮間、日暮里・尾久・赤羽間及

び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・高萩間、高崎線、上越線中

高崎・新前橋間、両毛線中新前橋・前橋間、総武本線中東京・成東間、京

葉線中東京・蘇我間、外房線中千葉・大原間、内房線中蘇我・君津間並び

に成田線中佐倉・成田空港間相互発着となる場合の特別車両料金（B）（た

だし、自由席特別車両券(B)を発売する場合に限る。） 

（イ）（ロ）以外の特別車両料金(B) 

(中略） 

（ロ） 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178

号）に定める休日、12月 29 日から同月31日及び 1月 2日から同

月3日（以下この条においてこれらを「ホリデー」という。）に特

別車両を設備した列車に乗車する場合（ホリデー以外の日（以下こ

の条において「平日」という。）からホリデーにまたがって運転す

る特別車両を設備した列車に乗車する場合及び平日の翌日のホリ

 

 

 

⑵ 普通急行料金 

(中略） 

（特別車両料金） 

第 130 条 特別車両料金は、次の各号に定めるとおりとする。 

⑴ 特別車両料金(A) 

(中略） 

⑵ 特別車両料金(B) 

イ ロ及びハ以外の特別車両料金(B) 

(中略） 

ロ 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の特別車両料金(B) 

(中略） 

ハ 東海道本線中東京・沼津間及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、赤羽線、

横須賀線、伊東線、東北本線中東京・宇都宮間、日暮里・尾久・赤羽間及

び赤羽・武蔵浦和・大宮間、常磐線中日暮里・高萩間、高崎線、上越線中

高崎・新前橋間、両毛線中新前橋・前橋間、総武本線中東京・成東間、京

葉線中東京・蘇我間、外房線中千葉・大原間、内房線中蘇我・君津間並び

に成田線中佐倉・成田空港間相互発着となる場合の特別車両料金（B）（た

だし、自由席特別車両券(B)を発売する場合に限る。） 

（イ）（ロ）以外の特別車両料金(B) 

(中略） 

（ロ） 土曜日、日曜日、祝日法に定める休日、12月29日から同月31日

及び1月2日から同月3日（以下この条においてこれらを「ホリデ

ー」という。）に特別車両を設備した列車に乗車する場合（ホリデ

ー以外の日（以下この条において「平日」という。）からホリデー

にまたがって運転する特別車両を設備した列車に乗車する場合及

び平日の翌日のホリデーに乗車する場合であって午前 0 時台に始
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デーに乗車する場合であって午前 0 時台に始発駅を出発する特別

車両を設備した列車に乗車する場合を除く。）、ホリデーから平日

にまたがって運転する特別車両を設備した列車に乗車する場合及

びホリデーの翌日の平日に乗車する場合であって午前 0 時台に始

発駅を出発する特別車両を設備した列車に乗車する場合 

(中略） 

（大人座席指定料金） 

第 139 条の２ 大人座席指定料金は、530円とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発駅を出発する特別車両を設備した列車に乗車する場合を除く。）、

ホリデーから平日にまたがって運転する特別車両を設備した列車

に乗車する場合及びホリデーの翌日の平日に乗車する場合であっ

て午前 0 時台に始発駅を出発する特別車両を設備した列車に乗車

する場合 

(中略） 

（大人座席指定料金） 

第 139 条の２ 大人座席指定料金は、次の各号に定めるとおりとする。 

⑴ 第２号から第５号以外の大人座席指定料金 

530 円とする。ただし、旅客の乗車する日が、第 57 条の３第１項第１号

に掲げる期間内の日であるときは、330円とする。 

⑵ 北海道旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人座席指定料金 

イ ロ及びハ以外の大人座席指定料金 

第１号に定める額とする。 

ロ SL と客車が一体となって運転する列車に対して発売する大人座席指定

料金 

1,680円とする。 

ハ 快速列車エアポート号及びノロッコ号に対して発売する大人座席指定

料金 

840円とする。 

⑶ 東日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人座席指定料金 

イ ロ及びハ以外の大人座席指定料金 

第１号に定める額とする。 

ロ 「SL銀河」車両、「HIGH RAIL 1375」車両、「海里」車両又は「B.B.BASE」

車両で運転する列車に対して発売する大人座席指定料金 

840円とする。 

ハ 「びゅうコースター風っこ」車両で運転する列車に対して発売する大人

座席指定料金 

530円とする。 
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（大人座席指定料金の特定） 

第 139 条の３ 第62条の規定によって発売する座席指定券の大人座席指定料金

は、次の各号に定める額とする。 

⑴ 北海道旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、840

円又は1,680円とする。 

⑵ 東日本旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、840

円とする。 

⑶ 西日本旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、840

円とする｡ 

⑷ 九州旅客鉄道会社線内の別に定める列車に対して発売する場合は、1,680

円とする。 

⑸ 前各号以外で、第57条の３第１項第１号の規定により発売する場合は、

別に定める場合を除き330円とする。 

 

（乗継座席指定券に対する座席指定料金） 

第139条の４ 第 61条の２の規定による乗継ぎをする場合の座席指定料金は、

第57条の２第１号の表イ及びロの各項に規定する○印の１個の普通急行列車

⑷ 西日本旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人座席指定料金 

イ ロ以外の大人座席指定料金 

第１号に定める額とする。 

ロ Ａシート車両を連結して運転する列車に対して発売する大人座席指定

料金 

840円とする。 

⑸ 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人座席指定料金 

イ ロ以外の大人座席指定料金 

第１号に定める額とする。 

ロ 客車列車により運転する列車に対して発売する大人座席指定料金 

1,680円とする。 

 

 

第 139 条の３ 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（乗継座席指定券に対する座席指定料金） 

第139条の４ 第 61条の２の規定による乗継ぎをする場合の座席指定料金は、

第57条の２第１号の表イ及びロの各項に規定する○印の１個の普通急行列車
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に対する前２条に規定する大人座席指定料金について、５割引した額とする。 

 

（中略） 

（旅客運賃・料金の割引等に対する表示） 

第 188 条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券

片の表面（第８号に規定する記号については裏面）に、ゴム印の押なつ
．．

により、

次の各号に定める記号等の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券類、第 8 

号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略

することがある。 

（中略） 

⑾ 第57条の５第１項の規定により発売する急行券に対するもの 

イ 第57条の５第１項本文の規定に該当するもの 

  

ロ 第57条の５第１項後段の規定に該当するもの 

 

2  常備式の乗車券類に前項第 1 号、第 4 号及び第12号ロに規定する記号を表

示して発売する場合は、当該乗車券類に表示されている旅客運賃・料金額及び

有効期間を訂正しない。 

（中略） 

（常備急行券の様式） 

第 211 条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。 

⑴ 指定席特急券大人小児用 

（中略） 

⑶ 自由席特急券大人小児用 

イ 一般用 

に対する第 139 条の２に規定する大人座席指定料金について、５割引した額

とする。 

（中略） 

（旅客運賃・料金の割引等に対する表示） 

第 188 条 旅客運賃・料金の割引等を行う乗車券類には、その証として、関係券

片の表面（第８号に規定する記号については裏面）に、ゴム印の押なつ
．．

により、

次の各号に定める記号等の表示を行う。ただし、特に設備する乗車券類、第 8 

号に規定する記号については、これと異なる表示方をし、又はこの表示を省略

することがある。 

（中略） 

⑾ 第57条の５第１項の規定により発売する急行券に対するもの 

イ 第57条の５第１項本文の規定に該当するもの 

  

ロ 第57条の５第１項後段の規定に該当するもの 

 

2  常備式の乗車券類に前項第 1 号、第 4 号及び第11号ロに規定する記号を表

示して発売する場合は、当該乗車券類に表示されている旅客運賃・料金額及び

有効期間を訂正しない。 

（中略） 

（常備急行券の様式） 

第 211 条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。 

⑴ 指定席特急券大人小児用 

（中略） 

⑶ 自由席特急券大人小児用 

イ 一般用 

遅れ承知(割引) 
遅れによる急行料金の払 

いもどしはいたしません｡ 

遅 れ 承 知 
遅れによる急行料金の払 

いもどしはいたしません｡ 

遅れ承知(割引) 
遅れによる急行料金の払 

いもどしはいたしません｡ 

遅 れ 承 知 
遅れによる急行料金の払 

いもどしはいたしません｡ 
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（中略） 

ハ 着駅名表示式 

(イ) 一般用 

（中略） 

(ハ) 乗車券類発売機用 

ａ 大型券売機大人小児用 

      

備考 「発売当日限り有効」を「1日間有効」と表示することがある。 

（注） 第57条の 5 第 1 項の規定により発売する場合は、第188条第 1 項第12号に規定する記号は 

  「 遅れ承知・割引 」の例により表示される。 

（以下略） 

 

（中略） 

ハ 着駅名表示式 

(イ) 一般用 

（中略） 

(ハ) 乗車券類発売機用 

ａ 大型券売機大人小児用 

      

備考 「発売当日限り有効」を「1日間有効」と表示することがある。 

（注） 第57条の 5 第 1 項の規定により発売する場合は、第188条第 1 項第11号に規定する記号は 

  「 遅れ承知・割引 」の例により表示される。 

（以下略） 

 


